
裁判官会議（第7回）議享録

平成29年3月8日 （水灌日）

裁判官会議室において：午前10時30分開議

出席者寺田長官，岡部，大谷剛彦，大橘小貫，鬼丸，木内，山本，山崎池上，
大谷直人，小池，木澤，菅野，山口各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

人事について

（1）堀田人事局長から，資料第1に基づき，人事関係享項について説明があり，

1の裁判官の退官， 2の裁判官の転補等’ 3の判喜補の弁護士職務経験（裁判

所事務官への転言を含む） ， 4の法科大学院への裁判官の派遣及び5の司法研

修所教官等の充職等については，いずれも原案どおり決定した。

（2）堀医人事局長から，資料第2に基づき，仙台高等裁判所長官の補職篝につい
て説明があり，次のとおり決定した。

仙台高等裁判所長官河合健司の定年退官に伴い，東京高等裁判所判事（部の

喜務総括者）秋吉淳一郎を仙台高等裁判所長官とし，その後任者を岸地方，家

庭裁判所長大熊一之とし，その後任者を横撰地方，家庭裁判所ﾉI I崎支部長始関
正光とする。

午前10時38分終了
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裁判官会議付議人事関係事項（平成29． 3． 8提出）

●

1 謝荊官の退官について

依願免本官(平29. 3.31） 高松高判事（部総括）

生島弘康(33）

2裁判官の転補等について

最高裁情報政策課情報セキュリティ

室長・参事官

最高裁情報政策課参事官（東京地判

事・東京簡裁判事）

橋爪 信(52）

最高裁行政局第一課長・第三課長．

広報課付（東京高判事・東京簡裁判

事）

小田真治(51）

大阪高判事・大阪簡裁判事

石原稚也(38）

東京地裁判所事務官（弁護士職務経

験）

佐藤康行(62）

東京地裁判所事務官（弁護士職務経

験）

増田 慧(62）

東京地裁判所事務官（弁護士職務経

験）

大下良仁(64）

東京地裁判所事務官（弁護士職務経

験）

人見和幸(64）

）

最高裁行政局第一課長・広報課付

高松高判事（部総括） ・高松簡裁判

事

東京地家立川支判事補（職権特例指

名） ・立川簡裁判事

）

大阪家地堺支判事補（職権特例指名）
■

・堺簡裁判事

東京地判事補（職権特例指名） ・東

京簡裁判事

東京地判事補（職権特例指名） ・東

京簡裁判事
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東京地裁判所事務官（弁護士職務経

験）

古屋勇児(64）

東京地裁判所事務官（弁護士職務経

験）

村井美樹子(64)．

大阪地裁判所事務官（弁護士職務経

験）

藤永祐介(62）

大阪地裁判所事務官（弁霞士職務経

験）

横井裕美(64）

名古屋地裁判所事務官（弁謹士職務

経験）

森 優介(64）

札幌地裁判所事務官（弁護士職務経

験）

倉鋪卓徳(64）

札幌地裁判所事務官（弁護士職務経

験）

塚本晴久(64）

東京地判事補（職権特例指名） ・東

京簡裁判事

東京地判事補（職権特例指名） ・東

京簡裁判事

京都家地判事補（職権特例指名） ・

京都簡裁判事

）
津地家伊勢支判事補（職権特例指名）

・伊勢簡裁判事

名古屋家判事補（職権特例指名） ・

名古屋簡裁判事

札幌家地判事補（職権特例指名） ・

札幌簡裁判事

） 名古屋地判事補（職権特例指名） ・

名古屋簡裁判事

3判事補の弁護士職務経験（裁判所事務官への転官を含む）について

「弁護士職務経験判事補名簿jのとおり

4法科大学院への裁判官の派遣について

「法科大学院派遣裁判官名簿」のとおり

2

一



ワ

●

司法研修所教官等の充職等につし､て

｢司法研修所教官等名簿』のとおり
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裁判官会議（第8回）議事録

平成29年3月15日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者寺田長官，岡部，大橋，小貫，鬼丸，木内，山本，山崎，池上，大谷，小

池，木澤，菅野，山口，戸倉各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

1裁判所会計事務規程及びこれに関連する議決について

笠井経理局長から，資料第1に基づき，標記の規程及びこれに関連する議決に

ついて説明があり，いずれも原案どおり決定した。

2人事について

（1） ．堀田人事局長から，資料第2に基づき， 1の裁判官の退官， 2の裁判官の転

補等， 3の裁判官会議付議人事関係事項の取消し及び5の平成29年春の藍綬

褒章受章者の内定に係る人事関係事項について説明があり， 1の裁判官の退官

については，報告がされ， 2の裁判官の転補等及び3の裁判官会議付議人事関

係事項の取消しについては，いずれも原案どおり決定し， 5の平成29年春の

藍綬褒章受章者の内定については，報告がされた。

（2）今崎事務総長から，資料第2に基づき， 4の裁判官の昇給に係る人事関係事

項について説明があり， 4の裁判官の昇給については，原案どおり決定した。

午前11時47分散会
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裁判官会議付議人事関係事項（平成29. 3.15提出）

1裁判官の退官について

定年退官（平29. 3.30）
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2裁判官の転補等について

横浜地家川崎支判事（支部長）

崎簡裁判事（司掌者）

千葉地判事（部総括） ・千葉震裁判

壼

琴・

吉村典晃(38）

東京高判事，東京簡裁判事

楡井英夫(45）

川

）

千葉地判事（部総括） ・千葉簡裁判

一
一
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3裁判官会議付議人事関係事項の取消しについて

＝.－

）

4裁判官の昇給について

「平成29年4月1日付け裁判官昇給候補者名簿jのとおり

5平成29年春の藍綬褒章受章者の内定について（報告）

「平成29年春の藍綬褒章受章者名簿（内定） 」のとおり
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裁判官会議（第9回）議事録

平成29年3月22日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者寺田長官， 岡部，大橋，小貫，鬼丸，木内山本， 山崎，池上，大谷，小

池，木澤，菅野，山口，戸倉各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

人事について

堀田人事局長から，資料に基づき，奈良地方，家庭裁判所長の補職等について説

明があり，次のとおり決定した。

大阪高等裁判所判事森宏司の定年退官に伴い，奈良地方，家庭裁判所長稲葉重子

を大阪高等裁判所判事（部の事務総括者）に補し，その後任者を山口地方，家庭裁

判所長小西義簿とし，その後任者を福岡高等裁判所判事（部の事務総括者）金村敏

彦とし，その後任者を那覇地方裁判所長阿部正幸とし，その後任者を那覇家庭裁判

所長矢尾渉とし，その後任者をさいたま家庭，地方裁判所判事（部の事務総括言）

I

遠藤真澄とする。

午前ユ0時32分終了
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裁判官会議（第10回）議事録

平成29年3月29日 （水曜日）

裁判官会議室において，午前10時30分開議

出席者寺田長官，岡部，大橋，小貫，鬼丸，木内，山本， 山崎，池上，大谷，小

池，木澤，菅野，山口，戸倉各裁判官

寺田長官議長席に着く。

議事

1新裁判官の配置について

中村総務局長から，資料第1に基づき， 4月10日付けで最高裁判所判事に任

命予定の林裁判官の配置について説明があり，同裁判官を第三小法廷に配属する

ことを決定した。

2 司法研修所長の代理に関する規程の制定について

中村総務局長から，資料第2に基づき，標記の規程の制定について説明があり，

原案どおり決定した。

3 ネットワーク裁判官の追加指名について

村田家庭局長から，標記の追加指名について説明があり，次のとおり議決した。

（1）我が国の裁判所のネットワーク裁判官として，家庭局第一課長及び第二課長

のほか，本年4月1日から事務総長が定める期間，判事和波宏典を充てる。

（2） (1)に関する具体的な手続は，事務総長に委任する。

4人事について

（1）堀田人事局長から，資料第3に基づき，人事関係事項について説明があり，

1の裁判官の転補等については，原案どおり決定し， 2の裁判官の死亡及び3

の平成29年春の勲章受章者の内定については，いずれも報告がされ， 4の司

法修習生の再採用については， 4記載の者を再採用することに決定した。

（2）堀田人事局長から，資料第4に基づき，神戸地方裁判所長の補職等について

説明があり，次のとおり決定した。

大阪高等裁判所判事山田知司の依願免本官に伴い，神戸地方裁判所長中本敏

詞を大阪高等裁判所判事（部の事務総括者）に補し，その後任者を神戸家庭裁

判所長本多俊雄とし，その後任者を熊本家庭裁判所長播磨俊和とし，その後任

者を広島高等裁判所岡山支部長大泉一夫とする。

午前10時45分終了
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謝實妻議謹募，

裁判官会議付議人事関係事項（平成29. 3.29提出）

1裁判官の転補等について

さいたま家地判事（部総括） ・さい

た菫簡裁判事

仙台家地古川支判事補・古川簡裁判

東京高判事・東京簡裁判事

本田 晃(44）

東京地判事補・東京簡裁判事

小谷岳央(62）

宮古簡裁判事

青山

仙台簡裁判事

阿部政志

事

福島簡裁判事（司掌者）

）
宮古簡裁判事

2裁判官の死亡について

死帝 福島簡裁判事（司掌者）
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平成29年春の勲章受章者の内定について（報告）

｢平成29年春の勲章受章者名鐘（内定） 」のとおり
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